
 

 

平成 29 年２月 10 日 

 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

 

                        厚生労働省 社会・援護局総務課 

簡素な給付措置支給業務室 

 

 

「臨時福祉給付金（経済対策分）」の周知・広報に関する御協力のお願い 

 

 

「簡素な給付措置（臨時福祉給付金）」の広報につきましては、平成26年度の事業開始以降、多

大なる御理解及び御協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 

 

さて、平成 26年４月に実施した消費税率引上げによる所得の少ない方への影響を緩和するため、

昨年秋頃から「平成28年度臨時福祉給付金」（3,000円）を支給しているところですが、平成28年

８月２日に閣議決定した「未来への投資を実現する経済対策」において、「簡素な給付措置について

平成31年９月までの２年半分を一括して措置する」とされたことを踏まえ、新たに「臨時福祉給付

金（経済対策分）」（15,000円）を支給することとなりました。 

 

支給事務を担当する厚生労働省では、引き続き関係者の皆様方の御協力を得ながら、様々な場所

や機会を通じて、ポスター・リーフレットの設置により、支給対象者となる方々に効果的な広報を

進めてまいりたいと考えております。 

 

つきましては、別添のポスター・リーフレットについて、より多くの方々の目に触れるよう、病

院に設置していただきたいと存じますので、貴会の御協力を是非お願い申し上げます。 

 

臨時福祉給付金（経済対策分）のポスター・リーフレットについては、厚生労働省が広報業務を

委託している業者より、「年金ニュース（第２号）」及び年金のポスターと併せて、本年３月頃に、

直接病院へ配送させていただきます。 

 

臨時福祉給付金（経済対策分）のポスター・リーフレットの設置期間は、市町村における申請受

付期間との関係から本年３月頃から６月頃までご対応いただけますと幸いです。（また、現在御対応

いただいている「平成 28年度臨時福祉給付金」などのポスター・リーフレットについては、市町村

での申請受付期間が既に終了していることから、御面倒をお掛けいたしますが、適宜撤去をお願い

いたします。） 

 

御多忙の折、大変お手数ではありますが、こうした趣旨に御高配をいただき、貴会会員の皆様に

対して周知いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。 

 

（担当者連絡先） 

厚生労働省社会・援護局総務課 

簡素な給付措置支給業務室 井樋（いび）、安西（あんざい） 

電話03-5253-1111 内線2128 
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